
町からのお知らせ
Ranzan Town

町からのお知らせ
Ranzan Town

広報嵐山 2019. 10　10

〇
嵐
山
町
の
教
育
の
目
指
す
姿

　

学
校
は
、
児
童
生
徒
が
集
団
の
中
で
切
磋

琢
磨
し
な
が
ら
、「
確
か
な
学
力
」「
豊
か
な

心
」「
体
力
」
等
を
身
に
つ
け
、
一
人
一
人

の
資
質
や
能
力
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
を
目

指
す
教
育
の
場
で
す
。
ま
た
、
子
供
た
ち
に

と
っ
て
未
来
の
社
会
に
向
け
た
準
備
段
階
と

し
て
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　

児
童
生
徒
数
は
、
昭
和
５６
年
（
１
９
８
１

年
）
に
２
８
３
１
人
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
し

た
が
、
全
国
的
な
少
子
化
の
影
響
に
伴
い
、

そ
の
後
は
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。
令
和
元

年
５
月
１
日
現
在
は
、
１
１
１
１
人
で
、
菅

谷
小
学
校
以
外
は
小
規
模
校
（
小
学
校
１１
学

級
以
下
、
中
学
校
８
学
級
以
下
）
で
す
。

　

ま
た
、
昭
和
４０
年
代
後
半
か
ら
５０
年
代
に

か
け
て
建
設
さ
れ
た
校
舎
等
は
建
築
後
３５
年

以
上
経
過
し
、
経
年
劣
化
や
老
朽
化
に
よ

り
、
安
全
性
、
機
能
性
の
確
保
が
深
刻
な
状

況
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
一
斉
に
更
新
時
期

を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
で
は
、
嵐
山
町
で
暮
ら
す
子

供
た
ち
が
学
校
で
の
教
育
活
動
を
通
し
て
、

社
会
性
を
身
に
つ
け
、
郷
土
愛
を
育
て
「
生

き
る
力
」
を
育
ん
で
い
け
る
よ
う
、
望
ま
し

い
教
育
環
境
を
実
現
す
る
た
め
に
、
学
校
の

適
正
規
模
、
適
正
配
置
等
の
方
針
に
つ
い

て
、検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
こ
の

た
び
、基
本
計
画
の
素
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

〇
計
画
の
策
定
に
向
け
て

　

教
育
委
員
会
で
は
、
こ
の
基
本
計
画
の
素

案
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
実
施
し
、
ま
た
、

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
も
募
集
し
ま
す
。
そ

の
後
、「
嵐
山
町
立
学
校
適
正
規
模
等
基
本

計
画
」
を
年
度
内
で
の
策
定
予
定
と
し
て
考

え
て
い
ま
す
。

　

嵐
山
町
の
子
供
た
ち
が
、
よ
り
良
い
教
育

環
境
の
中
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学

校
の
適
正
規
模
を
確
保
し
、
計
画
的
な
学
校

施
設
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

あ
り
、
大
き
な
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
将
来

を
見
据
え
、
必
要
な
整
備
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、「
嵐
山
町
立
学
校
適
正
規
模
等
基

本
計
画
（
素
案
）」
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
教
育
委
員
会
事
務
局

窓
口
、
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
が

で
き
ま
す
。

「
嵐
山
町
立
学
校
適
正
規
模
等
基
本
計
画

（
素
案
）」を
作
成
し
ま
し
た

〜
子
供
た
ち
の
よ
り
良
い
教
育
環
境
の
整
備
・
充
実
の
た
め
〜

嵐山町立学校適正規模等基本計画（素案）の概要

●全町的な学校再編
◦小・中学校ともに、全学年でクラス替えのできる１２〜１８学級の規模
◦中学校は、全教科に十分な教員を配置できる規模

●小中一貫教育の推進による教育環境の充実
◦小中連携をさらに進め、小中学校が一体となった組織体制の下、学習環境の充実、ICT教育環境の整
備、学校施設の機能向上等、目指すべき教育環境に適した教育環境、学校体制を構築します。

●小中一貫校として新校設置
◦菅谷小中学校用地に、一体的な施設整備を行います。

●安心安全な通学の確保
◦安全確保を優先し、通学距離、幹線道路等地理的条件や地域コミュニティとの整合等を図る通学方法と
して、スクールバス等を導入します。

●地域との連携による教育力の強化
◦学校・家庭・地域が一体となって、「ふるさと」嵐山を支える人材の育成に努めます。

【小中学校の現状】

【学校適正規模等の検討】

【嵐山町の子供たちの将来のために】

●児童生徒数の減少　　●学校の小規模化　　●学校施設の老朽化
➡

●学校規模によるメリット、デメリット　　
●適正規模、適正配置の必要性　　●学校施設の整備

➡

【児童生徒数の推移と推計】
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●令和２年度保育所の手引き・申請書の配布
１０月１１日（金）より子育て支援課窓口で配布しま
す。町ホームページからもダウンロードできます。

●申込受付
　期間：１０月１１日（金）〜１１月２９日（金）
　場所：子育て支援課窓口
●注意事項
申込書類一式に必要事項を記入し、期限内に提出
してください。

※町外の保育所を希望される方は、１１月１日（金）
までにお申し込みください。（市町村により期限
が早まる場合があります）

※入所の決定は、申し込み順ではなく、保育の必要
性の高い順に調整し、決定します。

※認定を受けたとしても、必ず入所できるとは限り
ません。

問合せ　子育て支援課　☎６２−０８２５

募集時期：１１月１日（金）〜１２月２日（月）
対　　象：①町内に在住・在勤・在学の方
　　　　　②町内に事務所または事業所をお持ちの方
提 出 先：教育委員会事務局
提出方法：①郵送または持参　②電子メール（町ホームページより）

「嵐山町立学校適正規模等基本計画に対する意見」として、住所、氏名、ご意見をご記入の
うえ提出してください。
※匿名は意見として扱えません。また、意見への個別回答はいたしません。ご了承ください。

閲覧場所：町ホームページ・教育委員会事務局、ふれあい交流センター

お住いの地域に関わらず、どなたでも参加いただけます。事前の申し込みは不要です。

〇基本計画（素案）の説明会を実施します

日　　時 場　　所

①１０月２９日（火）１９時〜 ふれあい交流センター

②１１月７日（木）１９時〜 北部交流センター

③１１月９日（土）１４時〜 役場町民ホール

〇基本計画（素案）に対する意見（パブリックコメント）を募集します

　　　問合せ　教育委員会事務局　☎６２−０８２３

　保育所は、保護者の就労・病気などの理由で、家
庭で子どもが見られない場合、その子どもを保育す
る児童福祉施設です。「下の子に手がかかる」「近所
に遊ぶ子がいない」「集団生活にならしたい」等の
理由では入園できません。
　利用を希望する場合は、保護者の就労等を理由と
したお子さんへの保育の必要性の認定を受けたうえ
で、各施設の利用申し込みをしていただきます。
（認定申請と利用申請を同時に行います）

保育園名 所在地 電話番号
東昌保育園 菅谷１１−３ ６２−３４１１
東昌第二保育園 千手堂３８３−１ ６２−７４２９
嵐山若草保育園 太郎丸３８１ ６２−７１１１
嵐山しらこばと保育園 古里１８４８ ６２−０５６４

町内保育所

令和２年度保育所利用申込みのご案内

基本計画（素案）の期間（予定）
スケジュール R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７

基本計画 策定

準備委員会 学校運営、通学路、式典

新校に関すること 基本構想、設計、工事 新校開校


